
横 浜 市 告 示 第 85 号  

横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 に よ る 地 下 街 で あ る も の の 調  

査 の 項 目 等  

横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 38 年 ２ 月 横 浜 市 規 則 第 13 号 。 以 

下 「 細 則 」 と い う 。 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 項 第 １ 号 の 規 定 

に 基 づ き 、 付 加 す る 定 期 調 査 の 項 目 、 方 法 及 び 結 果 の 判 定 基 準 並 び 

に 調 査 結 果 表 を 次 の よ う に 定 め 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

な お 、 横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 に よ る 地 下 街 で あ る も の の 調 査 

の 項 目 等 （ 平 成 28 年 ５ 月 横 浜 市 告 示 第 400 号 ） は 令 和 ２ 年 ３ 月 31 日 

限 り 廃 止 す る 。  

令 和 ２ 年 ２ 月 25 日  

横 浜 市 長 林 文 子 
 

第 １ こ の 告 示 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 

第 201 号 。 ） 、 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 25 年 政 令 第 338 号 。 以 下 

「 令 」 と い う 。 ） 、 建 築 基 準 法 施 行 規 則 （ 昭 和 25 年 建 設 省 令 第 40 

号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 及 び 細 則 の 例 に よ る 。  

第 ２ 細 則 第 ６ 条 第 ３ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ き 市 長 が 告 示 で 定 め る 

定 期 調 査 の 項 目 、 方 法 及 び 結 果 の 判 定 基 準 は 、 別 表 の(あ) の 欄 か ら 

(う) の 欄 ま で に 掲 げ る も の と す る 。  

第 ３ 細 則 第 ６ 条 第 ５ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ き 市 長 が 告 示 で 定 め る 

調 査 結 果 表 は 、 別 記 の と お り と す る 。別 

表 

(あ) 調 査 項 目 (い) 調 査 方 法 (う) 判 定 基 準 

(1) 地 下 街 の 各 令 第 128 条 設 計 図 書 等 に よ 令 第 128 条 の ３ 第 

構 え の ３ 第 １ り 確 認 し 又 は 鋼 １ 項 各 号 列 記 以 

項 各 号 列 製 巻 尺 等 に よ り 外 の 部 分 の 規 定 

記 以 外 の 測 定 す る 。  に 適 合 し な い こ 

部 分 に 規 と 。  

定 す る 地 

下 街 の 各 

構 え と 地 

下 道 の 状 

況  

(2) 地 下 道 壁 、 柱 、 設 計 図 書 等 に よ 令 第 128 条 の ３ 第 

床 、 は り り 確 認 す る 。  １ 項 第 １ 号 の 規 

及 び 床 版 定 に 適 合 し な い 

の 耐 火 に こ と 。  

関 す る 性 

能 の 確 保 

の 状 況 

令和７年７月１日の改正を反映しました。

下線部が改正箇所です。 
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(13) 令 第 128 条 目 視 又 は こ れ に 令 第 128 条 の ３ 第 

 の ３ 第 ５ 類 す る 方 法 （ 以  ５ 項 の 規 定 に よ 

 項 の 規 定 下 「 目 視 等 」 と  り 読 み 替 え て 準 
 に よ り 読 い う 。 ） に よ り  用 す る 令 第 112 条 

 み 替 え て 確 認 す る 。 第 16 項 に 規 定 す 

 準 用 す る    る 外 壁 等 、 令 第 
 令 第 112 条    128 条 の ３ 第 ５ 項 
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 室 内 構 造 の ３ 第 ５ り 確 認 す る 。 に 適 合 し な い こ 
 に 面 の 壁 項 の 規 定    と 。      

 す る （ 防 に よ り 読           
 部 分 火 区 み 替 え て           

   画 を 準 用 す る           

   構 成 令 第 112 条           
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128 

の

用

第

適 

。 

条

規

す 

19 

合 

の

定

る

項

し 

３

に

令

の

な 

第

よ

第

規

い 

(22) 居

地

じ

る

階

他

に

れ

設

け

り 

置 

室 か ら

上 へ 通

る 主 た

廊 下 、

段 そ の

の 通 路

設 置 さ

た 防 火

備 に お

る く ぐ

戸 の 設 

の 状 況 

目

図

認 

視

書

す 

等

等 

る 

及

に

。 

び

よ 

設

り 

計

確 

令 

５

り 

112 

定

こ 

第

項

準

条

に

と 

128 

の

用

第

適 

。 

条

規

す 

19 

合 

の

定

る

項

し 

３

に

令

の

な 

第

よ

第

規

い 

(23) 令

の 

項 

第 128 条 

３ 第 ５ 

の 規 定 

常

態 

（ 

時 

に

以 

閉 

あ

下 

鎖

る 

「 

し 

防

常 

た 

火

閉 

状 

扉

防 

令 

５ 

り 

第

項 

令 

128 

の

第 

条

規 

112 

の

定 

条 

３

に 

第 

第

よ 

19 



  に よ り

第 112 条 

19 項 に

い て 準

す る 昭 

48 年 建

省 告 示 

2563 号 

１ 第 １

ロ に 規

す る 基

に つ い

の 適 合

状 況 

令

第

つ

用

和

設

第

第

号

定

準

て

の 

火 

）

各

閉

時

ウ

り

重

エ

認 

、

閉

ン

等

る

年

た

あ

て

に 

こ 

扉

に

階

防

間

ォ

測

量

ネ

す

必

鎖

シ

に 

。

以

点

る

は

よ 

と 

」

あ

の

火

を

ッ

定

に

ル

る

要

す

ョ

よ

た

内

検

場 

、 

り

で 

と

っ

主

扉

ス

チ

し

よ

ギ

と

に

る

ン

り

だ

に

の

合

当

確 

足 

い

て

要

の

ト

等 

、

り

ー

と

応

力

ゲ

測

し

実

記

に

該

認 

り 

う

は

な

閉

ッ

に

扉

運

を

も

じ

を

ー

定 

、

施

録

あ

記

す 

る 

。 

、

常

鎖

プ

よ

の

動

確

に

て

テ

ジ

す 

３

し

が

っ

録

る 

。 

項

す

設

号 

（

お

場

の

な 

に

る

省

第

同

い

合

規

い 

つ

昭

告 

１

告

て

を

定

こ 

い

和

示

第

示

準

含

に

と 

て 

48 

第 

１

第

用

む

適 

。 

準 用 

年 建 

2563 

号 ロ 

５ に 

す る 

。 ） 

合 し 

(24) 常 時 閉

又 は 作

し た 状

に あ る

火 設 備

以  下 

「閉  防 

火備  」 

と

う 。 ）

本 体 と

の 劣 化

び 損 傷 

状 況 

鎖

動

態

防 

（

常

設

い

の

枠

及

の 

目

認 

視

す 

等 

る 

に 

。 

よ り 確 常

変

よ

は

第

項

準

条

に

防

閉

る 

あ 

閉

形

り

遮 

128 

の

用

第

規

火

防 

。 

る 

防

又

遮

煙

条

規

す 

19 

定

設

火 

） 

こ 

火

は

炎

性

の

定

る

項

す

備

設

に 

と 

設

損

性

能 

３

に

令

第

る

又

備

支 

。 

備 の 

傷 に 

能 又 

（ 令 

第 ５ 

よ り

第 112 

２ 号 

特 定 

は 常 

に 限 

障 が 

(25) 各

室

か

へ 

ま 

構

の

ら

の 

で 

え

各

地

出 

の 

の

部

下

入 

経 

居

分

道

口 

路 

歩 行 距

の 状 況 

離 設

り

製

測 

計

確

巻

定 

図

認

尺

す 

書

し

等

る 

等

又

に 

。 

に

は

よ 

よ

鋼

り 

令 

４

合 

第

項

し 

128 

の

な 

条

規

い 

の

定

こ 

３ 第 

に 適 

と 。 



（別記） 

調査結果表（地下街） 

 

当該調査

に関与し

た調査者 

 氏 名 調査者番号 

代表となる調査者   

その他の調査者 
  

  

 

 

番号 

 

調 査 項 目 

対象

の有

無 

調査結果 
 

状況、対策等 

 

担当調査

者番号 
指摘

なし 

 

要是

正 

既存

不適 
格 

(1) 地下街の各構え 令第128条の３第１項各号列
記以外の部分に規定する地下
街の各構えと地下道の状況 

      

(2) 地下道 壁、柱、床、はり及び床版の
耐火に関する性能の確保の状
況 

      

(3) 幅員等の状況       

(4) 天井及び壁の内面の仕上げ等
の維持保全の状況 

      

(5) 地上に通ずる直通階段等の状
況 

      

(6) 末端の状況       

(7) 防煙区画の設置の状況       

(8) 防 火
区画 

令第128条の３第２項に規定する区画の
状況 

      

(9) 令第128条の３第３項に規定する区画の
状況 

      

(10) 令第128条の３第５項の規定により読み
替えて準用する令第112条第11項に規定
する区画の状況 

      

(11) 令第128条の３第５項の規定により読み
替えて準用する令第112条第７項から第 
10項までの各項に規定する区画の状況 

      

(12) 防火区画の
外周部 

令第128条の３第５項の規定
により読み替えて準用する令
第112条第16項に規定する外
壁等及び令第128条の３第５
項の規定により準用する令第 
112条第17項に規定する防火
設備の処置の状況 

      

(13) 令第128条の３第５項の規定
により読み替えて準用する令
第112条第16項に規定する外
壁等及び令第128条の３第５
項の規定により準用する令第 
112条第17項に規定する防火
設備の劣化及び損傷の状況 

      



(14) 壁の
室内
に面
する
部分 

耐火構造の
壁（防火区
画を構成す
る 壁に限  
る。） 

令第128条の３第５項の規定
により読み替えて準用する令
第112条第７項、第10項、第11
項又は第16項（令第129条の２
第１項の規定が適用され、か
つ、全館避難安全性能に影響
を及ぼす修繕等が行われてい
ない場合にあっては、第７項
及び第11項を除く。）の規定に
よる防火区画の耐火性能の確
保の状況 

      

(15) 給水管、配電管その他の管又
は風道の区画貫通部の充填等
の処理の状況 

      

(16) 令 第 
128 条 
の ３ 
第 １ 
項 第 
１ 号 
に 規 
定 す 
る 床
版 

躯体等 木造の床躯体の劣化及び損傷
の状況 

      

(17) 鉄骨造の床躯体の劣化及び損
傷の状況 

      

(18) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨
鉄筋コンクリート造の床躯体
の劣化及び損傷の状況 

      

(19) 床 耐火構造の
床（防火区
画を構成す
るものに限
る。） 

令第128条の３第５項の規定
により読み替えて準用する令
第112条第７項、第10項、第11
項又は第16項（令第129条の２
第１項の規定が適用され、か
つ、全館避難安全性能に影響
を及ぼす修繕等が行われてい
ない場合にあっては、第７項
及び第11項を除く。）の規定に
よる防火区画の耐火性能の確
保の状況 

      

(20) 給水管、配電管その他の管又
は風道の区画貫通部分の充填
等の処理の状況 

      

(21) 防火設備（防火扉、
防火シャッターそ
の他これらに類する
ものに限る。） 

区画に対応した防火設備の設
置の状況 

      

(22) 居室から地上へ通じる主たる
廊下、階段その他の通路に設
置された防火設備におけるく
ぐり戸の設置の状況 

      

(23) 令第128条の３第５項の規定
により令第112条第19項につ
いて準用する昭和48年建設省
告示第2563号第１第１号ロに
規定する基準についての適合
の状況 

      

(24) 常閉防火設備の本体と枠の劣
化及び損傷の状況 

      

(25) 各構えの居室の各
部分から地下道へ 

歩行距離の状況       



 

 の出入口までの経
路 

       

特記事項 

番号 調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 改善（予定）年月 

     

     

     

     

（Ａ４） 


